
１．運営費交付金収益の計上基準

        費用進行基準を採用しております。

２．減価償却の会計処理方法

  （１）有形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

                建物 ６年～５０年

                構築物 １０年～５０年

                機械及び装置 ６年

                航空機　　　　　　２年

                車両運搬具 ４年～６年

                工具器具備品 ４年～１５年

        また、特定の償却資産（独立行政法人会計基準第８７）の減価償却相当額につい
      ては、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しております。

  （２）無形固定資産

　　　　定額法を採用しております。
　　　　なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（５
　　　年）に基づいております。

３．賞与引当金及び見積額の計上基準

４．退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

        退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付
      に係る引当金は計上しておりません。
  　    なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、当
      事業年度末に在職する役職員について、当期末の退職給付見積額から前期末の退職
      給付見積額を控除して計上しております。

＜注記＞

重要な会計方針

　　　　なお、リース資産は、リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法を採
　　　用しております。

       役員及び職員に対して支給する賞与については、運営費交付金により財源措置がな
　　 されるため、賞与引当金を計上しておりません。
　　　 なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与増加見積額は、当事業年
　　 度末における引当外賞与見積額から前事業年度末の同見積額を差し引いた額を計上し
　　 ております。

（単位：百万円）

貸借対照表計上額 時価 差額

（１）現金及び預金 461 461 －
（２）未収金 53 53 －
（３）未払金 (395) (395) －
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５．たな卸資産の評価基準及び評価方法

        貯蔵品 最終仕入原価法に基づく低価法を採用しております。

６．行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

  （１）国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用
　　　の計算方法

        当校では空港の着陸料及び航行援助施設利用料を免除されており、機会費用の算
      出にあたっては一般の利用料に基づき計算しております。

  （２）政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

        １０年利付国債の平成２３年３月末利回りを参考に1.255％で計算しております。

７．リース取引の処理方法

        リース料総額が３００万円以上のファイナンス・リース取引に関しては、通常の
      売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

８．消費税等の会計処理

        消費税の会計処理は、税込方式によっております。

        該当ありません。

金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項

　　　　当法人は、資金運用については原則短期的な預金に限定しております。

２．金融商品の時価等に関する事項

　　　　期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお
　　　りです。

  （注）負債に計上されているものは、（　　）で示しております。

会計方針の変更

（単位：百万円）

貸借対照表計上額 時価 差額

（１）現金及び預金 461 461 －
（２）未収金 53 53 －
（３）未払金 (395) (395) －
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  （注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項

  （１）現金及び預金

        すべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

      よっております。

  （２）未収金

        すべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳

      簿価額によっております。

  （３）未払金

        すべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳

      簿価額によっております。

賃貸等不動産に関する注記

        開示すべき重要な事項はございません。

不要財産に係る国庫納付等に関する注記

１． 不要財産としての国庫納付等を行った資産の種類、帳簿価額等の概要

　（１）資産の種類　　　航空機（回転翼）
　　　　帳簿価格　　　　16,000,000円

　（２）資産の種類　　　航空機（固定翼）
　　　　帳簿価格　　　　19,300,000円

２． 不要財産となった理由 

　（１）回転翼航空機操縦科の廃止に伴い、航空機の構造等に係る教育教材として活用す

　　　る予定ではありましたが、新制度の教育課程において、既存の教材により十分な教


　　　育レベルを確保することができることが判明したことにより不要となりました。



　（２）教官訓練用として使用しておりましたが、製造後３５年以上が経過し、老朽化が

　　　著しく、引き続き使用するためには整備費等に多額の経費が必要となることから不
　　　要となりました。

３． 国庫納付等の方法

　　 　 納入告知書により納付しました。

４． 譲渡収入による現金納付等を行った資産に係る譲渡収入の額

　（１）航空機（回転翼）21,100,000円

　（２）航空機（固定翼） 1,575,000円

（単位：百万円）

貸借対照表計上額 時価 差額

（１）現金及び預金 461 461 －
（２）未収金 53 53 －
（３）未払金 (395) (395) －
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５． 国庫納付等に当たり譲渡収入により控除した費用の額 

　　　　譲渡収入により控除した費用はございません。

６． 国庫納付等の額

　　　　22,675,000円

７． 国庫納付等が行われた年月日

　　　　平成２３年３月２４日

８． 減資額

　　　　35,300,000円

固定資産の減損処理に関する注記

１．減損を認識した固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

　　　　種　　類：建物

　　　　用　　途：給排水設備、空調設備、電気設備、通信装置等

　　　　場　　所：宮城県岩沼市

　　　　帳簿価額：82,179,091円

　　　　種　　類：構築物

　　　　用　　途：境界柵、植栽、構内電信線路等

　　　　場　　所：宮城県岩沼市

　　　　帳簿価額：19,514,388円

　　　　種　　類：航空機

　　　　用　　途：ビーチクラフト式Ｃ９０Ａ型航空機

　　　　場　　所：宮城県岩沼市

　　　　帳簿価額：28,256,478円

２．減損の認識に至った経緯

        東日本大震災による滅失損壊により、当該資産の使用可能性の著しい低下が認め
      られており、将来の使用の見込みもないため、減損を認識しております。

３．減損額のうち損益計算書に計上した金額と計上していない金額の内訳

        損益計算書に計上した減損額はありません。損益計算書に計上していない減損額
      129,949,957 円のうち、建物82,016,000円及び構築物19,514,388円を損益外減損損
      失累計額に計上し、建物163,091円及び航空機 28,256,478円を資産見返勘定と相殺
      しております。

４．回収可能サービス価額の算定方法

        今後の使用見込みがなくなり、また、売却も不能であるため簿価１円まで減損処

　　　理しております。

（単位：百万円）

貸借対照表計上額 時価 差額

（１）現金及び預金 461 461 －
（２）未収金 53 53 －
（３）未払金 (395) (395) －
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        該当ありません。

        該当ありません。

重要な後発事象

重要な債務負担行為

（単位：百万円）

貸借対照表計上額 時価 差額

（１）現金及び預金 461 461 －
（２）未収金 53 53 －
（３）未払金 (395) (395) －
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